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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青
森
県
告
示
第
四
百
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
七
月
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
十
和
田
湖
町

平
成

��･

�･

��

第
二
千
百
八
十
五
号

平
成
十
五
年
六
月
十
一
日

(

水
曜
日)



� �

青
森
県
告
示
第
四
百
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
七
月
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

雑

報

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
実
施

宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
青
森
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
五
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
一
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

理
事
長

小

野

�

久

一

試
験
の
日
時

平
成
十
五
年
十
月
十
九
日

(

日)

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す

る
者
が
行
う
講
習
を
受
講
し
修
了
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
試
験
の
一
部
免
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

(

以
下

｢

指
定
講
習
修
了
者｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
午
後
一
時
十
分
か
ら
午
後
三
時

ま
で

二

試
験
の
場
所

受
講
申
込
み
受
付
の
際
、
指
定
す
る
。

三

試
験
の
内
容

１

内
容

お
お
む
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

�

土
地
の
形
質
、
地
積
、
地
目
及
び
種
別
並
び
に
建
物
の
形
質
、
構
造
及
び
種
別
に
関
す
る

こ
と
。

�

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
権
利
及
び
権
利
の
変
動
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
税
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
及
び
建
物
の
需
給
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
及
び
建
物
の
価
格
の
評
定
に
関
す
る
こ
と
。

�

宅
地
建
物
取
引
業
法
及
び
同
法
の
関
係
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
指
定
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
�
と
�
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
問
題
を

免
除
す
る
。

２

出
題
法
令
の
適
用
期
日
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
八
号

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
湯
の
川
越
国
有
林
二
八

五
林
班
イ
小
班
か
ら

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
湯
の
川
越
国
有
林
二
八

六
は
２

小
班
ま
で

平
成
	
･
�･
�

� �

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

八
戸
百
石
線

路
線
名

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
根
岸
四
六
か
ら

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
一
八
の
四
ま
で

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
左
比
代
三
五
か
ら

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
蓮
沼
一
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 後 前
変
更
の

前
後
別

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
五
六
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
九
四
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
九
四
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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平
成
十
五
年
四
月
一
日
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
法
令

四

試
験
の
方
法
及
び
出
題
数

１

方
法

四
肢
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
る
。

２

出
題
数

五
十
問

た
だ
し
、
指
定
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
四
十
五
問
と
す
る
。

五

受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
学
歴
等
に
関
係
な
く
、
だ
れ
で
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

試
験
案
内
及
び
受
験
申
込
書
の
配
布

１

配
布
期
間

平
成
十
五
年
七
月
七
日

(
月)

か
ら
同
年
八
月
一
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日

曜
日
及
び
休
日
は
除
く
。

２

配
布
場
所

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
本
部
及
び
各
支
部
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住

宅
課
並
び
に
青
森
県
各
県
土
整
備
事
務
所

七

受
験
手
数
料

七
千
円

受
験
申
込
み
前
に
、
所
定
の
郵
便
振
替
用
紙
に
よ
り
、
郵
便
局
又
は
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取

引
推
進
機
構
が
指
定
す
る
銀
行
預
金
口
座
に
払
い
込
む
こ
と

(
払
込
手
数
料
は
、
本
人
負
担)

。

八

受
験
申
込
み

１

申
込
期
間

平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日

(

月)

か
ら
同
年
八
月
一
日

(

金)

ま
で
の
午
前
九
時
三
十
分

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

２

申
込
場
所

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

(

青
森
市
長
島
三
丁
目
一
一
番
一
二
号

青
森
県

不
動
産
会
館)

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
あ
て
、
簡
易
書
留

郵
便
又
は
配
達
記
録
郵
便
で
申
し
込
む
こ
と

(

平
成
十
五
年
七
月
七
日

(

月)

か
ら
同
年
八
月

一
日

(

金)

ま
で
の
日
付
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。)

。

３

提
出
書
類

�

受
験
申
込
書

(

受
験
手
数
料
納
入
済
を
証
す
る
郵
便
振
替
払
込
受
付
証
明
書
を
貼
っ
た
も

の)

�

写
真
一
葉

(

受
験
申
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
き
、
無
背

景
で
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
か
ら
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
大
き
さ
の
も
の)

�

指
定
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
�
と
�
に
加
え
て
講
習
修
了
者
証

(

修
了
試
験
合

格
年
月
日
が
試
験
実
施
日
前
三
年
以
内
の
も
の)

九

合
格
発
表

１

発
表
の
期
日

平
成
十
五
年
十
二
月
三
日

(

水)

２

発
表
の
方
法

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
及
び
青
森
県
庁
東
棟
一
階
掲
示
板
に
合
格
者
一
覧

表
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
本
人
へ
の
合
格
証
書
の
送
付
に
よ
り
行
う
。

十

試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

社
団
法
人
青
森
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

(

電
話
青
森
七
二
二
局
四
〇
八
六
番)
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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